
まちづくりガイドライン

7-1　大通公園に十分な日照と空の広がりを確保し、通りとしての連続性に配慮した建築形態とする

①　大通に面する建物はストリートウォールを形成し、その高さは20～ 60m
とする

地上　地下   

公園部

D/H=2～ 3が視覚的広がりを感じさせる
（D：街路幅員、H：沿道の建物高さ）

D/H=2

D/H=3

方針7　大通公園の環境を守る

大通公園は、札幌のシンボルとなるオープンスペースです。沿道の建物の高さが

ほぼ揃っており、街並みの壁面（ストリートウォール）を形成しています。この

ストリートウォールの高さが、通りの幅に対しておよそ１/3のスケールにおさ

まっていることから、空の広がりを感じさせる大通公園の特徴をつくりだしてい

ます。これらのことから通りに面した部分の建物の高さは、現在の沿道の建物の

スケールや、将来的な土地利用の高度化のニーズなどを踏まえ、20～ 60mの

範囲とする事が求められます。
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空の広がりを感じさせる
大通公園

比較的に壁面のそろった
大通の街並み



②　積極的に広場や通路を設ける場合を除き、ストリートウォール部分は敷地幅
の2/3以上とし、隣地建物との間に隙間を作らない

ストリートウォールの連続性を保つためには、ストリートウォール部分は敷地幅

の２/３以上ある事が求められます。また、隣地建物との間に隙間を作らない事

も求められます。ただし、積極的に広場や通り抜けの通路を設ける場合は、この

限りではありません。

③　建物高さが60mを超える部分は、大通公園から見た時に圧迫感を感じさせ
ないようにストリートウォールからセットバックする

建物高さが60mを超えて建てる場合は、大通公園への日照を一定程度確保する

とともに、公園で憩う人々に対して視覚的に過度な圧迫感を与えないようにする

ために、ストリートウォールからセットバックする事が求められます。
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建物高さを 60mにした場
合の影の軌跡（春秋分時）
60mを超える建物の場合で
は、正午で公園のおよそ半
分以上が影になる

6:30 8:00 9:00

12:00 13:00

16:00 17:00

10:30

14:30



ストリートウォールは
20～60mの範囲とする

④　建物高さが60mを超える部分の間口幅をおさえ、高層部の街並みに適度な
隙間を与えるようにする

都市景観形成基準 (札幌市都市景観条例第１３条に基づく )

①　( 外壁の色彩は )公園や周辺の建築物等との調和を図る

②　(外壁の色彩は )あたたかみのあるものとし , 派手な色彩を大面積で使用しないようにする

③　(外壁の材質は)汚れにくいものや変色しにくいものなど,美観を保持しやすい材質を使用する。

④　 ( 外壁の材質は )道路から見える側面も , 正面と同様の仕上げとする。

⑤　シャッターを配置する場合には , ショーウィンドーの内側に設置するか , 又はグリルシャッ

ターを使用するよう努める

大通公園で憩う人々に対して視覚的に圧迫感を軽減し、公園への日照を確保する

ためにも、建物高さが60mを超える部分の建物の間口幅をおさえ、高層部の街

並みに適度な隙間を与える事が求められます。

建物高さが60mを超える部分の建
物の間口幅をおさえる

建物高さが 60m を超える部分は、
視覚的に過度な圧迫感を与えないよ
うにするために、ストリートウォー
ルからセットバックする
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１階部分は
３m以上セットバック



まちづくりガイドライン

8-2　公園への眺望を活かした機能や空間を沿道に設ける

①　大通公園に面する建物部分では、大通公園への眺望を活かしたしつらえとするよう努める

地上　地下   

方針8　沿道と大通公園の結びつきを強める

都市景観形成基準 (札幌市都市景観条例第１３条に基づく )

該当基準無し

8-1　公園における様々な活動をより豊かにするための機能を沿道に設ける

まちづくりガイドライン

該当するガイドライン無し

都市景観形成基準 (札幌市都市景観条例第１３条に基づく )

①　1階部分には , ショーウィンドー・カフェテラス・レストラン等のサービス施設を配置する

など , 歩行者に快適さを与えるよう努めるとともに , 休日や夜間の景観にも配慮する

②　車の出入口は , やむを得ない場合を除き , 公園に面して設置しない

地上　地下   

大通公園に面する建物部分では２階などの上部にも、カフェや待ち合いスペース

など、公園の緑や憩う人々の眺めを楽しみながら時間をすごせる場所を設ける事

が求められます。

店舗の２階に設けられた通りを見下ろせる滞
留スペース（札幌駅南口）

建物の２階などから公園の緑や憩う人々の眺めを楽しみながら時間を
すごせる場所を設ける
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8-3　公園に対応するオープンスペースや緑を沿道に広げる

まちづくりガイドライン

都市景観形成基準 (札幌市都市景観条例第１３条に基づく )

①　道路に面したオープンスペースは , 植栽を施すとともに , 開放的なつくりとなるよう努める

②　フェンスや石垣等の外柵類は , 道路境界から後退させるとともに , その後退部分は , 緑化に努める

該当するガイドライン無し

地上　地下   
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参考資料：札幌駅前通北街区地区都市景観形成地区　都市景観形成基準



-27-

参考資料：大通地区都市景観形成地区　都市景観形成基準


